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序 はじめに 

 

  宮城県では、現在に至るまで度重なる地震の被害を受けているとともに、宮城県沖地震

が近い将来高い確率で発生することが予想されております。 

  また、中国・四川省では、平成２０年５月１２日に発生した大地震により多くの学校施

設が倒壊するなどの甚大な被害を被っております。 

こうした中、国会では、大規模な地震で倒壊又は崩壊の危険性が高いとされる公立学校

施設（小学校、中学校、幼稚園等）の耐震化の加速策として、耐震補強事業の国庫補助率

を現行の１／２から２／３への引き上げや地方財政措置の拡充などを内容とした「地震防

災対策特別措置法」の一部改正が制定され、平成２０年６月１８に施行されました。 

学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場であり、地域住民にとって

は学習・文化・スポーツなどに利用されている公共施設として、また、災害発生時の避難

場所として重要な役割を担っております。 
本市の市立学校施設は、昭和３０年代から昭和５０年代にかけての児童生徒急増

期に多くの校舎（以下「園舎」を含む）及び体育館が建築され、新耐震基準施行（昭和 
５６年）以前の校舎及び体育館が全体に占める割合は、校舎が５９．６％（１７１棟中 
１０２棟）、体育館が５５．４％（７４棟中４１棟）となっております。 
また、耐震診断の実施状況は、文部科学省で定めている耐震診断が対象となる８５施設

のうち８３施設（耐力度調査を実施した２施設を含む。）を完了しており、その耐震診断（以

下「耐力度調査」を含む。）の結果、構造耐震指標値（以下「Ｉｓ値」（注１）という。）又

は耐力度点数が耐震基準を満たしていないため、耐震補強を要する施設は６０施設となっ

ております。 

現在まで、その耐震補強を要する施設うち、既に１３施設は耐震改修を完了しておりま

すが、残りの小学校の校舎１０施設、体育館２０施設、中学校の校舎７施設、体育館６施

設、高等学校の校舎２施設、体育館１施設、幼稚園の園舎１施設の合計４７施設は、耐震

補強が未改修となっており、今後はその耐震性の確保が課題となっております。 

このような状況を踏まえ、児童生徒の安全を守り、良好な教育環境の確保を図るととも

に地域住民の安全と安心の確保に資するため、学校施設の耐震化は最優先課題として計画

的に整備していく必要があります。 
 

（注１）・・ 耐震診断は、新耐震基準施行以前の建物について、地震に対する安全性を構造力学上診断 

するものであります。 

            耐震診断によるＩｓ値とは、建物の耐震性能を表す指標で、この値が大きくなるほど耐震 

            性能に優れていることを表します。 

            地震力に対する建物の強度やじん性（変形能力、粘り強さ）が大きいほど、この指標も大 

            きくなります。 

なお、文部科学省では、耐震補強を要する基準値をＩｓ値「0.7 未満」と定めています。 

 

耐力度調査は、老朽化した建物に対して、建物の構造耐力、経年低下、立地条件による影 

            響の３点の項目を総合的に調査し、建物の老朽化を総合的に評価するものであります。 

耐力度調査による耐力度点数とは、建物の危険な状態の度合いを示し、木造で５，０００ 

            点以下、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で４，５００点以下の場合は、文部科学省の危険改 

築事業の採択基準となっております。 
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１ 計画の位置付け 

 

石巻市立学校施設耐震化整備計画（以下「本計画」という。）は、文部科学省による「公

立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針」及び「公立の義務教育諸学

校等施設の整備に関する施設整備基本計画」に基づき策定するものです。 
また、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく「耐震化改修促進計画」、宮城県で

策定した「宮城県耐震改修促進計画」及び石巻市教育委員会で策定する「石巻市教育ビジ

ョン」等との整合を図ります。 
 
 
２ 計画の目的 

 

  本計画は、市立学校施設の耐震化について、全体の事業量を把握するとともに具体的な 
目標と期間を設定し、長期的な計画を策定することで、耐震化を着実かつ計画的に推進す

ることを目的とします。 
 
 
３ 計画の目標 

 

  本計画の対象となる新耐震基準施行以前に建築された校舎・体育館について、耐震診断、

耐震補強及び改築その他耐震化に係る事業の実施により耐震性を確保し、耐震化率 
１００％とすることを本計画の目標とします。（表１） 

 

表 1 耐 震 化 状 況 に つ い て 

耐震診断又は耐力度調査の結果 

基準値以下 基準値以上 

区  分 全 施 設 

 

 

 

Ａ＝Ｃ＋Ｄ 

左記のうち 

新耐震基準 

施行以前に 

建築した施設 

Ｂ 

耐 震 診 断

対象外施設

Ｃ

耐 震 診 断

対 象 施 設

 

 

Ｄ

未改修施設

 

Ｅ

改修済施設

 

Ｆ 

改 修 不 要

施   設 

Ｇ 

耐 震 化 率 

 

 

Ｈ＝ 

(Ｃ＋Ｆ＋Ｇ)/Ａ

施設 
 

７３施設 

 

４５施設 ２９施設 ４４施設 ２０施設

 

６施設 

 

１７施設 ７１．２ ％校 

舎 
棟 

 

１７１ 棟 

(59.6%) 

１０２ 棟 ７０ 棟 １０１ 棟 ５４ 棟

 

１２ 棟 

 

３４ 棟 ６７．８ ％

施設 
 

６６施設 

 

４１施設 ２５施設 ４１施設 ２７施設

 

７施設 

 

６施設 ５７．６ ％
体 

育 

館 棟 
 

７４ 棟 

(55.4%) 

４１ 棟 ３３ 棟 ４１ 棟 ２７ 棟

 

７ 棟 

 

６ 棟 ６２．２ ％

施設 
 

１３９施設 

 

８６ 棟 ５４施設 ８５施設 ４７施設

 

１３施設 

 

２３施設 ６４．７ ％合 

計 
棟 

 

２４５ 棟 

(58.4%) 

１４３ 棟 

 

１０３ 棟

 

１４２ 棟

 

８１ 棟

 

１９ 棟 

 

４０ 棟 ６６．１ ％

 ※ 新耐震基準施行以前に建築した施設のうち、稲井幼稚園〔昭 56．3月建築、木造 1階建(1 棟)、280 ㎡〕は、床面積が 

500 ㎡以下の木造の建物であり、耐震診断対象外施設である。ただし、平成 20 年度に耐力度調査を実施したところ、耐 

震基準を満たしており、耐震補強を要しない。 
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４ 目標年次 

 

  国では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく基本方針において、多数の者

が利用する建築物の耐震化率について、現状の約７５％を平成２７年までに少なくとも９

割とすることが示されています。 
また、宮城県では、「宮城県耐震改修促進計画」において、特定建築物のうち多数の者が

利用する建築物の耐震化については、平成２７年度末までに少なくとも９０％にすること

を目標としています。（注２） 
本市の市立学校施設では、耐震診断及び現況調査の結果を基に、耐震化事業の目標年次

を平成２０年度から平成２９年度までの１０年間とします。 
 

 （注２）・・ 避難施設等の耐震化については、現状の約 71％を平成 27 年度末までに 95％を目標として 

      います。 

 

 

５ 計画の対象 

 

本計画では、新耐震基準施行以前に建築された市立学校施設のうち、床面積が２００㎡ 
以上の非木造の建物及び床面積が５００㎡以上の木造の建物を対象に耐震診断を実施し、 
その耐震診断の結果、耐震基準（Ｉｓ値及び耐力度点数）を満たしていない施設を対象に 
耐震補強改修を実施します。（表２・表３） 

 

表２ 耐震診断対象施設について 

小 学 校（全 ４３施設中２７施設） 石巻、住吉、門脇、湊、釜、蛇田、渡波、稲井、向陽、

貞山、開北、万石浦、大街道、中里、飯野川第一、 

大谷地、二俣、雄勝、広渕、須江、中津山第一、相川、

橋浦、吉浜、鮎川、大原、谷川 

中 学 校（全 ２３施設中１２施設） 石巻、門脇、蛇田、荻浜、渡波、稲井、河北、大須、 

桃生、鮎川、大原、寄磯 

高等学校（全  ２施設中 ２施設） 女子、女子商業 

幼 稚 園（全  ５施設中 ３施設） 住吉、湊、桃生 

校 

 

 

 

舎 

計   （全 ７３施設中４４施設）  

小 学 校（全 ４２施設中２９施設） 石巻、住吉、門脇、湊、湊第二、釜、山下、蛇田、荻浜、

向陽、貞山、開北、万石浦、大街道、飯野川第二、大川、

雄勝、須江、前谷地、和渕、鹿又、中津山第一、桃生、

相川、橋浦、吉浜、鮎川、大原、谷川 

中 学 校（全 ２２施設中１１施設） 石巻、門脇、蛇田、荻浜、渡波（旧体育館）、稲井、 

飯野川、河北、桃生、大原、寄磯 

高等学校（全  ２施設中 １施設） 女子商業 

体 

 

育 

 

館 

計   （全 ６６施設中４１施設）  

合計 （全１３９施設中８５施設）  

 

 

 

 

－３－ 



 

表３ 耐震補強未改修施設について（４７施設） 

① Ｉｓ値０．３未満の施設（大規模な地震により倒壊・崩壊の危険性が高い施設） 

小 学 校    （  １施設 ） 石巻 

中 学 校    （  ２施設 ） 荻浜、寄磯 
校 

舎 
計       （  ３施設 ）  

小 学 校    （  ８施設 ） 住吉、湊第二、蛇田、大街道、雄勝、和渕、吉浜、鮎川

中 学 校    （  １施設 ） 飯野川 

体 

育 

館 計       （  ９施設 ）  

合計 （ １２施設 ）  

 

② Ｉｓ値０．３以上～０.７未満の施設（大規模な地震により倒壊・崩壊の危険性がある施設） 

小 学 校    （  ９施設 ） 門脇、釜、蛇田、稲井、中里、飯野川第一、二俣、雄勝、

鮎川 

中 学 校    （  ５施設 ） 石巻、門脇、渡波、大須、桃生、 

高等学校    （  ２施設 ） 女子、女子商業 

幼 稚 園    （  １施設 ） 住吉  ※桃生は未定である。 

校 

 

舎 

計       （ １７施設 ）  

小 学 校    （ １２施設 ） 石巻、門脇、湊、釜、山下、向陽、貞山、開北、万石浦、

須江、大原、谷川 

中 学 校    （  ５施設 ） 石巻、門脇、蛇田、荻浜、稲井 

高等学校    （  １施設 ） 女子商業 

体 

育 

館 

計       （ １８施設 ）  

合計 （ ３５施設 ）  

 

 

６ 計画の考え方 

 

(1) 事業単位 

    耐震化事業は、学校運営、学習環境への影響等の観点から、各棟の耐震診断結果を総 

括的に判断し（注３）、棟単位ではなく、各学校の校舎又は体育館の施設単位ごとに年次 

的に実施します。 

 

  （注３）・・ 各学校施設（校舎・体育館）の棟単位ごとのＩｓ値のうち、最も低い棟のＩｓ値を、そ

の当該施設の代表Ｉｓ値として判断します。 

   

 

(2) 優先順位 

   耐震化事業の優先順位は、耐震診断及び現況調査の結果を踏まえながら、基本的に次 

のとおりとします。 

  なお、本計画策定以前に事業を計画又は着手している施設は、そのまま継続して進め

ることとし、各学校の統廃合等についても考慮しながら計画を定めます。 

 

 

 

 

－４－ 



 

〔優先順位〕 

 

◆第１位・・・大規模な地震で倒壊又は崩壊する危険性が高い施設を優先します。 

大規模な地震で倒壊又は崩壊する危険性が高いとされるＩｓ値（構造耐震指標値）が 
０．３未満の施設を最優先とし、目標年次開始から３年以内を目標に整備を進めます。

 

◆第２位・・・校舎を優先します。 

校舎と体育館は、児童生徒が多くの時間を過ごす校舎を優先し、整備を進めます。 

 

◆第３位・・・耐震性能が低く、建物の階層の高い施設を優先します。 

耐震診断の結果、Ｉｓ値が低い施設を優先し、校舎は目標年次開始から９年以内、体 
育館は目標年次開始から１０年以内を目標に整備を進めます。 
 また、建物の倒壊又は崩壊による危険性が高い階層の高い建物を有する施設を優先し

ます。 

 

 

 

(3) 事業手法 

   耐震化事業の手法としては耐震補強工事と改築工事がありますが、耐震化の推進は児

童生徒の安全の確保という使命を果たすための急務の課題であり、限られた予算ででき

るだけ多くの学校施設の耐震性を確保するために、本計画においては耐震補強工事を中

心に進めます。 

   また、損傷の著しい屋根、内外壁等の老朽化対策や天井材、照明器具、ガラス等の建

築非構造部材の落下・飛散等の防止対策については、耐震補強工事に組み込むなどの工

夫を図りながら整備を進めます。 

   なお、特に耐震診断の結果や老朽化が著しく劣悪で、教室環境への影響が大きいと判

断した場合には、大規模改修工事又は改築工事を検討します。 

 

 

(4) 事業実施計画 

    上記優先順位、事業手法等を踏まえた事業実施計画は、次のとおりとします。（表４） 

 

表４ 事業実施計画について 

校   舎 体 育 館 
実 施 年 度 

設 計 業 務 耐震補強改修工事 設 計 業 務 耐震補強改修工事 

９施設 ７施設 １０施設 １０施設 

平成 20 年度 

 

～平成 23 年度 

 

石巻小、門脇小、 

釜小、中里小、 

雄勝小、門脇中、 

荻浜中、渡波中、 

桃生中 

 

 

石巻小、釜小、 

中里小、雄勝小、 

門脇中、荻浜中、 

桃生中 

 

住吉小、湊二小、 

蛇田小、大街道小、 

雄勝小、和渕小、 

吉浜小、鮎川小、 

門脇中、飯野川中 

 

住吉小、湊二小、 

蛇田小、大街道小、

雄勝小、和渕小、 

吉浜小、鮎川小、 

門脇中、飯野川中 
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校   舎 体 育 館 
実 施 年 度 

設 計 業 務 耐震補強改修工事 設 計 業 務 耐震補強改修工事 

８施設 １３施設 １７施設 １７施設 

平成 24 年度 

 

～平成 29 年度 

 

蛇田小、稲井小、 

飯野川一小、 

二俣小、鮎川小、 

石巻中、大須中、 

寄磯中 

 

※ 市女子高、女子商

高、住吉幼の３施設は、

設計業務を実施済みで

ある。 

 

 

門脇小、蛇田小、 

稲井小、 

飯野川一小、 

二俣小、鮎川小、 

石巻中、渡波中、 

大須中、寄磯中、 

市女子高、 

女子商高、住吉幼 

 

 

 

石巻小、門脇小、 

湊小、釜小、山下小、 

向陽小、貞山小、 

開北小、万石浦小、 

須江小、大原小、 

谷川小、石巻中、 

蛇田中、荻浜中、 

稲井中、女子商高 

 

石巻小、門脇小、 

湊小、釜小、山下小、

向陽小、貞山小、 

開北小、万石浦小、

須江小、大原小、 

谷川小、石巻中、 

蛇田中、荻浜中、 

稲井中、女子商高 

合 計 １７施設 ２０施設 ２７施設 ２７施設 

 

 

(5) 事業実施計画の修正 

   事業計画の進捗状況や社会経済情勢の変化を踏まえ、優先順位や事業手法の点検を行 

うとともに、「石巻市総合計画」及び「石巻市教育ビジョン」との整合を図りながら、必 

要に応じて事業計画の修正を行います。 

 

 

７ 耐震化事業に係る国庫補助制度 

 

学校施設の耐震化のための耐震補強工事や改築工事は、国庫補助制度の対象となってい

ます。 
特に、大規模な地震で倒壊又は崩壊の危険性が高いとされる学校施設の耐震補強工事に

ついては、「地震防災対策特別措置法」に基づき、平成１８年度から平成２２年度までは「第

３次地震防災緊急事業５箇年計画」により補助率の嵩上げ（通常 1/3→2/3）や地方財政措

置が講じられています。 
また、その他の財源としては、補助対象事業費から国庫補助金を差し引いた残りの事業

費に対して起債を充当ができ、平成２７年度までは「合併特例債」の措置（通常 75％→95％）

を適用することができます。 
 
 
 
 
 
 
 

－６－ 




